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障害者差別解消法施行に伴う福岡市の対応について

1 法の概要

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた園内法制度の整備の一環として，

平成25年6月，「障筈を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる「障害者

差別解消法」）が制定された（施行は，平成 28年4月1日）。

2 基本方針の概要

平成 27年2月24日に「基本方針」が閣議決定され，今後のスケジュールが示された。

3 福岡市の対応

以下の3点について，平成27年度中に検討を進める。

①福岡市の職員向け対応要領

平成27年6月 10日に福岡市障がい者施策推進本部を設霞し，全庁的に取り組みを進

めていく。

②相談体制の整備

新たな機関は設置せず，既存の機関等の活用・充実を図ることとされている。

既存のどの機関に設置するのか検討中。

③障害者差別解消支援地域協議会

内閣府のアドバイザ一派遣事業（障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業）に選定

された。

今後，内閣府と連携して協議を進めていく。



障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法く平成25年法律第65号＞）の概要
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第 1項：障害を理由とする
差別等の権利侵害
行為の禁止

［一ーを理一指摘をしベ由として、差別するととその他の権

ない。

第2I頁：社会的障壁の除去を怠る
ごとによる権利侵害の防止

社会的障壁の除去は、それを必要としている
障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負
担が過重でないときは、それを怠否ことによ
って前項の規定に違反することとならないよ
う、その実施について必要かつ合理的な配慮
がされなければならない。
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第3項：国による啓発・知識の
普及を図るための取組

屈は、第一環の規定に違反する行為の防
止に関する啓発及び知識の普及を図るた
め、当該行為の防止を図るために必要と
なる情報の収集、整理及び提供を行うち
のとする。

I .差別を解消するための措置

差別的取扱いの禁止 合理的配慮の不提供の禁止

国・地方公共団体等 ~［法的義務） i国・地方公共団体等 ； 〉 法的義務

民間事業者 「i-v i民間事業者 ；； 〉 努力義務

3亙 l異体的な対応 i

政府→全体符の方針として、差別の解t 消の推進に関すJる基本方針を策定（－閣v議決一定）

f⑧国・地方公共団体等 司 当該機関における取組に関する要領を策定※ 1
l .事業者 司 事業分野別の指針（刀イドライシ）を策定 J※地方の策定は努力義務

[ 実効性の確保 ｜ ＠主務大臣による民間事業者に対する報告側E、助言・指導、勧告

II .差別を解消するための支援措置；

i紛争解決・相談）＠相談寸分争解決の体制整備司既存の相談、紛争献の制度の活用・充実

i地域におけ否鶴岡障害者差別解消支援糊協議会における関係機関等の連携

I r 醗活動 ］•普及・啓発活動の実施 I 
｛ 情報収集等 ）＠国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わ否情報の収集、整理及び提供 ヱ

施行日．平成28年4月1日（施行後3年を目途に必要な見直し検討）



障醤在理由とする差別の解j轄の推進！こ関する基本方針（概饗）

！第1 障害を理由とする差別の解消の推進！こ関する施策！こ関す l
I る基本的な方向 I 
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1法制定＇.O)背景

2基本的な考え方

(1）法の考え方

(2）謀本方針と対応護領・対応指針との関係

(3）条例との閣係

第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を
解消するための措置に関する共通的な事項

1法の対象範函

(1）障害者

(2）事業者

(3）対象分野

2不当な差別的取扱い

(1）不当な差別的取扱いの基本的な考え方

(2）軍当な理由の判断の視点

3合理的配慮

(1）合理的自慮の器本的な考え方

(2）過重な負担の基本的な考え方

第3, 4 行政機関等／事業者が講ずべき障害を理由とする差別を
解消するための措置に隠する基本的な事項

1基本的な考え方

2対応婆領／対応指針

(1）対応護領／対応指針の位置付け及び作成手続き

(2）対応要領／対応指針の記載事項

3地方公共団体等における対応要領に関する事項｛※対応要領のみ1

3’主務大臣による行政措置［※対応指針のみ】

第5 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に
関する重要事項

1環境の整備

2栂談及び紛争の防止等のための体髄の整備

呈呈鑓遺盈
: (1）行政機関等における職員！こ対すあ研修

i (2）事業者における研修

. (3）地域住民患に対す答瞥発活動

'4燈害者差別解消支援地域協議会

(1）趣旨（2）期待されfる役割〉
5差別の慨に係る施策の離間する盟事項

(1）情報の収集~ii整理及び提供
(2）基本方針γ対応要領よ対応援針の見直し等
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第 1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向

1法制定の背景

平成19年に障害者権利条約に署名して以来、園内法の整備等を進め、平成26年1月に障害者権利条約を締結。平成；23年の障害者基本法改正

では、「主部ilJの禁止jを基本原則として規定し、同原則の具体化のため、平成25年に樟害者差別解消法（以下「法」という。）が成立。

司
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2基本的な考え方

(1）益企主主主

⑧共生社会の実現には、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り徐くことが重要。

法は、行政機関等及び事業者に対し、障害者差別解消に向けた具体的取組を求めるとともに、普及藤発活動等を通じて、障害者も含めた国民

一人ひとりによる自発的な取組を促す。

＠法に規定された合理的配慮の提供に当たる行為は、既に社会の様々な場面において日常的に実践されているものもある。

こうした取組を広く社会に示すことにより、国民一人ひとりの障害に関する正しい知識の取得や理解が深まり、障害者との建設的対話による相互

理解が促進され、取組の裾野が一層広がることを期待。

(2）某本方針と対応要領・対応指針との関係

＠基本方針に即して、行政機関等は、職員の取組に資するための「対応要領」を、主務大医は、事業者の取組に資するための「対応指針jを、

具体例も盛り込みながら作成し、行政機関等の職員に徹底し、事業者の取組を促進するとともに、広く国民に局知。

＠地方公共団体等については、地方分権の観点から、対応要領の作成は努力義務。

(3）条例との穏係

法の施行後も、地域の実情に却した既存の条例（いわゆる上乗せ・横出し条例を含む。）は引き続き効力を有し、また、新たに制定することも制限

されない。
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第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する
共通的な事項（その 1) 

1法の対象範囲

(1）堕室主
躍動「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害jと総称する。）がある者であって、障害及び社会的

障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものJ（障害者基本法における「障害者Jの定義と同じ。）

織「社会モデルJ（※）の考え方を踏まえており、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない。なお、高次脳機能障害は精神障害に含まれる。
・障害者が日常生活文は社会生活において受ける制限は、心身の機能の隊害のみに起因するものではなく、社会における様々な降壁（事物、制度、慣行、観念その他一切のもの）と相対

ることによって生ずるものとする考え方。

騒動特に女性である障害者は、障害に却えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障
害者とは異なる支援の必要性があることに留意。

(2）茎護主
荷業その他の事業を行う者。目的の営利・非営利、個人・法人の別を関わず、悶穫の行為を反復継続する意思をもって行う者。（個人事業者や対

価を得ない無報酬の事業を汗う者も対象となる。）

(3）誼塞金壁

日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象（※雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者雇用促進法の定めるところによる。）

2不当な差別的取扱い

(1）不当な葬別的取扱いの某本的な考え方

働障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否、場所・待間帯などを制限、障害者でない者に対して
は付さない条件を付けることなどによる、障害者の権利利益の侵害を禁止。

織障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。

〔例〕・障害者を優遇する取扱い（いわゆる積極的改善措置j
－合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱い

・合理的配慮の提供等に必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認すること

盤強正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意。

(2）正当な理由の判断の視点

盤整当該取扱いが、客観的に見て正当な目的の下に行われ、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は正当な理由に相当。

⑬行政機関等及び事業者は、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益（例：安全の確保、財産の保全、事業の医的・内容・機能の維

持、損害発生の防止等）及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に
判断。
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第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する
共通的な事項（その2)

3合理的配慮

(1）合理的阻慮の基本的な考え方

＠行政機関等及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の
意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かっ合理的な取組であり、

その実施に伴う負担が過重でなしもの。

＠行政機関等及び事業者の事務・事業の呂的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者で
ない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに

留意。

＠障害の特性や具体的場面・状況に応じて異なり、多様かつ個別性が高く、 f(2）過重な負担の基本的な考え方Jに掲げた要素を考慮し、代替措

置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かっ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるもの。さらに、技術の進展、社

会情勢の変化等に応じて内容が変わりうるもの。

〔例〕・車椅子利用者のために設差に携帯スロープを渡す、高い所に棟列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮

・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケ｝ション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮

・障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更

＠意思の表現に当たっては、言語（手話を含む。）のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝
達などの必要な手段（通訳を介するものを含む。）により伝えられる。（湾害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐

して行う意思の表明も含む。）

＠合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではな

く、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要。

(2) i雨雲重な負担の基本的な考え方

行政機関等及び事業者は、過重な負担について、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に

判断。

0事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か）
0実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約） 0費用・負担の程度 O事務・事業規模 O財政・財務状況
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第3,4 行政機関等／事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する
基本的な事項

1基本的な考え方

不当な差別的取扱いの禁止については、行政機関等及び事業者において一律に法的義務。

合理的配慮の提供については、行政機関等は率先して取り総む主体として法的義務。事業者は、障害者との関係が分野・業種・場面・状況により
様々であり、努力義務。

2対応要領／対応指針

(1）対応要領／対応指針の位置付け及び作成手続き

行政機関等の長は、職員が遵守すべき服務規律の一環として対応要領を、主務大臣は、事業者の適切な対応・判断に資するものとして対応指針
を作成。

(2）対応要領／対応指針の記載事項

' O趣旨 O不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方 O同具体例 O相談体制の整備

'0行政機関等／事業者における研修・啓発 O国の行政機関（主務大臣）における相談窓口｛※対応指針のみI

3 地方公共鑓体等における対応要領に閲する事項【※対応要領のみ】

地方公共団体等における対応要領の作成は、地方分権の趣旨に鑑み、努力義務。

3’主務大臣による仔政措置［※対応指針のみ】

行政措置に至る事案を未然に防止するため、主務大臣は、事業者からの照会・相談に丁寧に対応するなどの取組を積極的に行う。
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第5 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項

1環境の整備
不特定多数の障害者を主な対象とする事前的改善措置（バリアフリー化、意思表示やコミュニケーンヨンを支援するための人的支援、情報アクセ

シピリティの向上等）について、個々 の障害者に対する合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努める。研修等のソフト箇も含まれ
ることが重要。 九 九＼

2椙談及び紛争の防止等のための体制の整犠 •• Jヘ～

新たな機関は設置せず、既存の機関等の活用・充実を図る。国・地方公共団体は、格談窓口の明確化、相談や紛争解決などに対応する職員のう：
業務の明確化・専門性の向上などを図ることにより体制を整備。

i三豊重量動
: (1）行政機関等における織員に対する研修（2）事業者における研修

(3）地域住民等に対する啓発活動 ; •• 
! ア内閣府を中心に、多様な主体との連携により、周知啓発活動に積極的に取り組む Jぺ：υjr. 小

iイ家庭や学校を始めとする社会のあらゆる機会を活用し、子供の頃から障害の有無にかかわらず共に助け合い・学び合う精神を溺養する
； ワグノレ」プホーム等の認可等に際して、周辺住民の同意を求める必要がないことを周知ーするとともに古住民の理解封号るために積極的な啓発
；活動を行う いヘ

i 4撞害者差別解消支接地櫨協議会

!. (1）盤呈 ：障害者にとって身近な地域において、：様々 な機関が、地域の実情に応じた差別の解消のための取組を主体的に行うネット
！ ヲークとして組議することができる

（の期待される役割：適切な相談窓口機関の紹介、主主体的事案の対応例の共有・協議、構成機関等による調停・斡旋等の紛争解決、複数機関
ぐによる対応等川；日～ハ

5差到の鰐舗に係る施策の推進に関する重蜜事現

(1）情報の収集、整理及び提供ノ：圏内の具体例・裁判例等の収集・整理、国際的な動向や情報の集積を図り、広く国民に提供
(2）基本方針、対応婆領、対応指針の見直l）等
＠不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例の集積等を踏まえ、必要に応じて、基本方針、対応要領及び対応指針を見直し、適時、充実を図る。

＠法の施右犠3宇詩型与え時点堅手i.！持竺約期件警庭内了堅持件竺させ？黙理事んり！会計全庁長μ三%九二；；三三
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